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1.　はじめに

気候変動問題は喫緊の課題であり，国内外で深
刻な気象災害等が発生するとともに，地球温暖化
の進行に伴い，今後，豪雨や猛暑のリスクがさら
に高まると予想されるなど，危機的な状況にある。
これらの問題を踏まえ，2050 年カーボンニュ

ートラルに向けて欧米先進諸国が 2030 年までの
野心的な目標設定にコミットする中，我が国にお
いても温室効果ガスの排出削減に関する 2030 年
度の中期目標として，従来の 2013 年度比 26%削
減の目標を 7割以上引き上げる 46% 削減を目指
し，さらに，50% 削減の高みに向けて挑戦を続
ける決意を表明している。
下水道事業から排出される温室効果ガスは，地

方公共団体の事務事業から排出される温室効果ガ
スの大きな割合を占め，年間約 520 万 t-CO₂（2021
年度）に上っている（図－ 1）。
下水道分野における地球温暖化対策としては，

「地球温暖化対策計画（令和 3年 10 月閣議決定）」
において，下水道分野では，「省エネルギー・創
エネルギー対策の推進（2030 年度までに 2013 年
度比 130 万 t-CO2 の削減）」，「下水汚泥焼却施設
における燃焼の高度化等（同 78 万 t-CO2 の削
減）」の目標が位置付けられている。

令和 4年 3月には，脱炭素社会への貢献のあり
方検討小委員会において，脱炭素社会の実現に貢
献する下水道の将来像を定め，関係者が一体とな
って取り組むべき総合的な施策とその実施工程表
を「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会報
告書」として取りまとめ，脱炭素・循環型社会へ
の転換を先導する「グリーンイノベーション下水
道」を目指すことが示されている。
また，年間約 520 万 t-CO₂（2021 年度）にお
ける下水道からの温室効果ガス発生量のうち，汚
泥処理（N2O）による発生量が全体の約 20.6% を
占めていることから，下水汚泥のさらなる資源利
用が求められている。
下水汚泥の資源利用については，輸入肥料原料
の価格が，2021 年半ば以降，穀物需要の増加や
原油・天然ガス価格の上昇，世界情勢等に伴い不
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図－ 1　下水道からの温室効果ガス発生量
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安定な状況であり（図－ 2），国内資源のさらな
る利用が求められている。
これは，主な化学肥料の原料である尿素，りん

安（りん酸アンモニウム），塩化加里（塩化カリ
ウム）が，ほぼ輸入に依存しているとともに，輸
入国が偏っていることから，国内資源の有効活用
等を進め，国際価格の変動の影響を受けにくい，
肥料の国内生産体制を確立することが必要となっ
ている。
また，「食料安全保障強化政策大綱（令和 4年

12 月 27 日食料安定供給・農林水産業基盤強化本
部決定）」では，2030 年までに下水汚泥資源・堆
肥の肥料利用量を倍増し，肥料の使用量に占める
国内資源の利用割合を 40% まで拡大する目標が
示されており，下水道事業においてもさらなる取
組の推進が求められている。さらに，令和 5年 3
月には国土交通省より「発生汚泥等の処理に関す
る基本的考え方」が示され，より一層の下水汚泥
資源の肥料利用が強く求められている状況にあ‌
る。

2.　‌�下水道温暖化対策推進計画の策定に‌
向けた解説書（案）の策定について

下水道事業においても，2050 年カーボンニュー
トラルに向け，2030 年度及び 2050 年度に向けた

温室効果ガス削減の目標を設定し，排出量の削減
に寄与していくため，下水道 GX（グリーントラ
ンスフォーメーション）に向けた取組をさらに加
速することが求められている。
本会，公益社団法人日本下水道協会では，令和
4年度に下水道GX促進調査専門委員会（委員長：
東京大学工学系研究科加藤裕之特任准教授）を設
置し，地方公共団体向けの脱炭素検討支援方策や
肥料利用促進等の検討を実施している。
下水道における温室効果ガスの排出量を削減す
るための計画である「下水道温暖化対策推進計画」
の策定に向け，各種マニュアルの位置付けや関係
性，下水道管理者が検討に際し事前に整理すべき
情報，温室効果ガス排出量削減目標設定の具体的
な手順を示した，「下水道温暖化対策推進計画の
策定に向けた解説書（案）」（以下，「解説書（案）」
という），同業務委託のための「仕様書（案）」，
同業務委託のための「設計条件項目表（案）」に
ついて，委員会の審議を踏まえて策定し，令和 6
年 12 月に公開した。
解説書（案）では，「下水道温暖化対策推進計画」
の策定に向け，円滑な検討着手から策定までを支
援することを目的としている。
また，「下水道における地球温暖化対策マニュ
アル：環境省・国土交通省（平成 28 年 3 月）」（以
下，「国温対マニュアル」という）及び「地方公

※農林水産省調べ　財務省貿易統計における各原料の輸入額を輸入量で除して算出。
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図－ 2　肥料原料の輸入価格の動向
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共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュ
アル：環境省（令和 6年 4月）」（以下，「国策定・
実施マニュアル」という）に基づく各種検討に着
手する際，事前に必要な情報の整理をするととも
に，「国温対マニュアル」を補完し，温室効果ガ
ス排出量削減の目標設定について，具体的な考え
方を踏まえた「検討手順」を整理している。

⑴　各種マニュアルの位置付けや関係性
地方公共団体は，「地球温暖化対策の推進に関
する法律」（以下，「改正温対法」という）に基づ
き，地方公共団体による温暖化対策のための実行
計画である「地方公共団体実行計画」（以下，「実
行計画」という）を策定するものとされている。
実行計画は，「事務事業編」と「区域施策編」
があり，「事務事業編」については，全ての地方
公共団体が策定義務の対象となっていることか
ら，解説書（案）においては，「事務事業編」を
対象として解説している。また，改正温対法で
は，地方公共団体の事務及び事業に関する「温室
効果ガス排出量」（以下，「GHG排出量」という）

に関する数量的な目標を実行計画の「事務事業編」
に記載すべきとされている。
下水道事業においては，「国温対マニュアル」
に下水道施設等から発生する温室効果ガスを踏ま
えた温暖化対策の検討手順が示されているが，温
室効果ガス排出量削減に係る目標の検討手順は，
「国策定・実施マニュアル」に示される内容とも
整合を図る必要がある。
「国温対マニュアル」は，「事業活動に伴う温室
効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室
効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ず
べき措置に関して，その適切かつ有効な実施を図
るために必要な指針（排出削減等指針）」に関す
る事業活動に係る指針の一部として策定されてい
る（図－ 3）。

⑵　解説書（案）の内容
解説書（案）では，地方公共団体が検討を行う
手順をフロー図で示し，各区分において検討する
事項を整理しており，次の項目としている。
1．本書の目的と適用範囲

図－ 3　他の計画・マニュアルとの関係（公益社団法人日本下水道協会「解説書（案）」令和 6年 12月より抜粋）

52 建設マネジメント技術　　2025 年 5 月号

建マネ2505_05_特集_9_四.indd   52建マネ2505_05_特集_9_四.indd   52 2025/05/01   16:592025/05/01   16:59



特集健全な水循環の確保に向けて健全な水循環の確保に向けて

2．‌�下水道温暖化対策推進計画の策定に向けた
手順

3．‌�下水道事業による温室効果ガス削減量算定
に向けた検討

4．‌�下水道温暖化対策推進計画の策定
「1．本書の目的と適用範囲」では，各種検討に
着手する際に，事前に必要な情報と GHG排出量
の削減目標設定の具体的な考え方など，改正温対
法前に策定された「国温対マニュアル」に記載さ
れていない事項について「検討手順」を詳細に示
している。
「2．下水道温暖化対策推進計画の策定に向けた
手順」では，「下水道温暖化対策推進計画」は，
地方公共団体実行計画（事務事業編）の構成要素
の一部であることや下水道施設からの GHG排出
量並びに下水道庁舎などを含めた下水道事業全体
での GHG排出量を検討し，下水道事業として目
標を設定する考え方や策定に向けた手順を示して
いる。
「3．下水道事業による温室効果ガス削減量算定
に向けた検討」では，項目を「検討対象範囲の確
認」，「GHG 排出量算定のための基礎検討の実
施」，「下水道温暖化指針計画策定に向けた基礎検
討」の三つに分けて整理している。
「検討対象範囲の確認」では，下水道事業の現
状の把握，関連する計画の確認を行い，計画の対
象，対象施設，取組の対象範囲，対象とする
GHG，検討対象期間の確認をすることを示して
いる。
「GHG排出量算定のための基礎検討の実施」で
は，基準年度（2030 年度，2050 年度等）におけ
る GHG 排出量の算定を行い，現状の GHG 排出
量や排出量原単位，主な排出源を把握した後，
「自然体ケース（対策を講じない場合）」の排出量
を確認するとともに，目標年度における GHG排
出量を推計する。また，下水道関連計画のうち，
下水道温暖化対策推進計画の対象施設に関連する
事業の実施スケジュール，事業費等の情報を整理
することを示している。
「下水道温暖化指針計画策定に向けた基礎検討」

では，下水道施設の事業スケジュール及び事業費
を踏まえ，施設・設備の年度ごとの整備予定につ
いて整理し，対策メニュー（省エネ，創エネ，再
エネ技術）の導入について検討を行う。検討した
対策メニューについては，実施した場合の温室効
果ガス排出削減量の算定及び評価を示している。
「4. 下水道温暖化対策推進計画の策定」では，
項目を，「2030 年目標に向けた検討」，「2050 年目
標達成に向けた検討」の二つに分け整理している。
「2030 年目標に向けた検討」では，目標年度
（2030 年）の温室効果ガス排出削減量及び目標値
との乖離を確認し，乖離していた場合，対策メニ
ューを改めて抽出し，概略の適用検討を行うこと
を示している。また，抽出及び検討した GHG排
出量削減の各対策メニューについては，経営戦略
等，下水道以外の関連計画への影響を考慮すると
ともに，関係部局と十分に調整・協議の上，下水
道温暖化対策推進計画に反映するかを判断する。
その上で，目標年度（2030 年）における温室効
果ガスの削減目標値を設定し，その目標を達成す
るためのメニューの詳細な検討を実施し，計画期
間の目標年度までの下水道温暖化対策推進計画を
策定することを示している。
「2050 年目標達成に向けた検討」では，中長期
的な取組の方向性として，目標年度（2050 年）
に向けた対策について検討を行うことを示してお
り，2050 年カーボンニュートラルの実現に向
け，下水道の有するポテンシャルの最大限の利用
や，温室効果ガスの積極的な削減，地域内外・分
野連携の拡大・徹底等の検討を進めるとともに，
新たな技術の実装及び取組の拡大を図ることが重
要であることを示している。

3.　‌�下水汚泥の肥料利用促進の計画策定に‌
向けた解説書（案）の策定について

下水汚泥資源を肥料として活用することは，持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会の
構築にも資する取組であり，2050 年の脱炭素社
会（カーボンニュートラル）の形成に貢献するも

建設マネジメント技術　　2025 年 5 月号 53

建マネ2505_05_特集_9_四.indd   53建マネ2505_05_特集_9_四.indd   53 2025/05/01   16:592025/05/01   16:59



健全な水循環の確保に向けて特集 健全な水循環の確保に向けて

のと期待されている。
また，より一層の下水汚泥資源の肥料利用が強
く求められている状況であり，国土交通省では，
地方公共団体が下水汚泥資源の肥料化を検討する
ためのマニュアルとして，「下水汚泥資源の肥料
利用に関する検討手順書（案）令和 6年 3月」（以
下，「国）検討手順書」という）を公開している。
本会では，下水道管理者が肥料利用促進に向け
円滑な検討着手を支援することを目的として，国）
検討手順書を踏まえ検討を実施するにあたり，下
水道管理者自らが検討すべき事項や，検討手順を
整理した「下水汚泥の肥料利用促進の計画策定に
向けた解説書（案）」（以下，「解説書（案）」とい
う）を策定し，令和 6年 6月に公開した。
解説書（案）では，地方公共団体が検討を行う
手順をフロー図で示し，各区分において検討する
事項を整理しており，次の項目としている。
1．本書の目的と適用範囲
2．検討の内容

　2.1　はじめに（事前の確認事項）
　2.2　肥料利用に関する方向性の確認
　2.3　肥料利用に関する可能性と課題の確認
　2.4　具体的な検討項目の整理
「1. 本書の目的と適用範囲」，「2. 検討の内容」
では，下水汚泥の肥料利用に向けた現状や国の動
き，「一般的な下水汚泥資源の肥料利用形態」‌
（図－ 4）を示すとともに，下水汚泥の肥料利用
における方向性や課題について概要を確認し，下
水汚泥の肥料利用促進計画の策定に向けた具体的
な検討項目を明らかにするための手順を示してい
る。
「2.1 はじめに（事前の確認事項）」では，情報
収集として下水汚泥の肥料利用を実施する上での
課題認識や目的の確認とともに，検討すべき対象
範囲の確認を示している。
「2.2 肥料利用に関する方向性の確認」では，庁
内における汚泥処理方針の考え方の確認や現状の
水処理・汚泥処理方式などの確認，農政部局等と

図－ 4　一般的な下水汚泥資源の肥料利用形態
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の調整内容とともに，下水汚泥の肥料利用の目的
を明らかにし，ある程度のイメージ（方向性）を
確認することを示している。
「2.3 肥料利用に関する可能性と課題の確認」で
は，2.2 で検討した施策の方向性（イメージ）を
軌道修正し，具体的な検討につなげていくため
に，汚泥肥料の試験分析など，安全性の確認，供
給側や需要側の諸条件の確認を実施する。
また，下水道管理者が農政部局等と協議を行う
際，下水汚泥肥料や肥料原料の流通経路を把握し
た上で協議を進める必要があることから，「一般
的な下水汚泥肥料の流通構造」を作成している（図
－ 5）。
「2.4 具体的な検討項目の整理」では，2.3 にお
ける下水汚泥の肥料利用に関する可能性と課題の
確認結果を踏まえた検討を行い，下水汚泥の肥料
利用促進計画を策定するための検討範囲や内容を
整理し，決定することを示している。
さらに，計画の策定を業務委託する場合を想定

し，同業務委託のための「仕様書（案）」や同業
務委託のための「設計条件項目表（案）」，国の支
援を整理した一覧や先進事例を合わせて公開して
いる。

4.　おわりに

下水道の有するポテンシャルの最大限の利用
や，温室効果ガスの積極的な削減，地域内外・分
野連携の拡大・徹底等の検討を進めるとともに，
新たな技術の実装及び取組の拡大を図るため，本
会が策定した「解説書（案）」等を参考とし，「下
水道温暖化対策推進計画」及び「下水汚泥の肥料
利用促進の計画策定」に向けた検討が行えるよう
ご活用されたい。
本会の正会員である地方公共団体，賛助会員で
ある民間事業者の皆さまが，下水道資源の循環利
用の拡大により地域への貢献と下水道のさらなる
成長を進めるための一助となるよう，引き続き支
援を進めていく。

日本下水道協会
下水道ＧＸホームページ

図－ 5　一般的な下水汚泥肥料の流通構造
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